
（運用基準　様式３）

経済局ビジネスイノベーション部企業投資促進課

１　件名 京浜臨海部における新たな産業集積に向けた調査・分析等業務委託

２　委託内容

３　契約の相手方 株式会社建設技術研究所 横浜事務所

４　契約金額 19,492,000円

５　契約日 令和7年6月16日

６　評価結果

評価点数 順位

564 1

542 2

525 3

525 4

519 5

476 6

427 7

７　評価基準・評価委員会開催経過等

　
評価委員会開催日時 令和７年５月12日　８時50分～14時30分
開催場所 共用会議室31-S3
主な発言内容

備考

８　問い合わせ先 経済局企業投資促進課　045-671-3485

・業務説明資料が業務の骨格のみを示している中で、いずれの提案者もそれぞれのノウハ
ウを生かし提案している。
・類似の業務実績があるなど、今回の委託業務に関する情報をすでに持っている事業者を
特に評価した。
・今後京浜臨海部をどうしていくのか、検討にあたってポイントとなる成長産業に関する知識
や将来的な産業集積の検討等について特に評価した。
・行政側の考えを理解した説明や、行政として取り組むべき誘導策の具体性を評価した。

評価が同点の提案者については、加重項目に関する採点の合計点数によって順位を決定し
た。

みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社

令和7年6月27日

「京浜臨海部における新たな産業集積に向けた調査・分析等業務委託」
契約結果

京浜臨海部における新たな産業集積に向けた調査・分析等業務委託について、公募型プロポーザル方式で、受託候
補者を特定し、次のとおり契約しました。

１ 基礎調査の実施
　(1) 既存産業の動向等調査
　(2) 成長産業の動向等調査
　(3) その他社会情勢の変化に伴う動向等調査
２ 将来的な産業集積の可能性検討
３ 企業ヒアリング
４ 打合せ協議、議事録作成
５ 報告書作成

KPMGコンサルティング株式会社

提案者

株式会社建設技術研究所　横浜事務所

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

株式会社浜銀総合研究所

ＰｗＣアドバイザリー合同会社

有限責任監査法人トーマツ



配点
評価の換算式
（）は加重倍率

提案内容に関する視点 110

委託目的の理解度 10

現状理解と課題認識 20

基礎調査の実施方法 20

成長産業に関する知識・知見 20

将来的な産業集積の検討方法 20

ヒアリング計画 10

プレゼンテーション能力 10

30

従事スタッフの構成・人数など 10

スケジュール管理・情報共有 10

類似業務の受託実績 10

140

評価項目（加算項目） 配点

企業としての取組に関する視点 8

①ワークライフバランスに関する取組 1

1

1

1

②障害者雇用に関する取組 1

③健康経営に関する取組 1

④地域貢献活動に関する取組 1

⑤脱炭素化に関する取組 1

5

13

153

（様式１－２）

評価項目 評価 コメント

提案書評価基準

10点×２
（２倍）

10点×２
（２倍）

10点×２
（２倍）

10点×２
（２倍）

実施体制に関する視点

市内の中小企業として一般競争入札有資格者名簿で登録が確認できた企業

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横
浜健康経営認証のクラスAAA若しくはクラスAAの認証

公益財団法人横浜企業経営支援財団横浜型地域貢献企業支援事業実施要綱に基
づき、横浜型地域貢献企業の認定を取得している。

評価方法
各評価項目は原則として、５段階評価で行うことを標準とする。評価は各項目10点満点とし、10点：優れている、8
点：やや優れている、6点：普通、4点：やや劣る、2点：劣る、とする。ただし、加算項目である「企業としての取組」
については各項目を1つ満たすごとに１点加算することとし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。
市内の中小企業であることでの加点は原則５点とし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。

合計

小計

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定をし、労働局に届
け出ている(従業員101人未満の場合のみ加算)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の
策定をし、労働局に届け出ている(従業員101人未満の場合のみ加算)

次世代育成支援対策推進法による認定の取得をしている(くるみんマーク)、女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得をしている、又は、よこ
はまグッドバランス企業認定の取得をしている

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得をしている

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している(従業員40.0人以上)、又
は、障害者を１人以上雇用している(従業員40.0人未満)

小計

評価の着目点

市内の中小企業であること

脱炭素取組宣言制度実施要綱に基づき、脱炭素取組宣言を行っている（支店、営業
所、事務所等の宣言を含む）。



配点

提案内容に関する視点 110

委託目的の理解度 10

現状理解と課題認識 20

基礎調査の実施方法 20

成長産業に関する知識・知見 20

将来的な産業集積の検討方法 20

ヒアリング計画 10

プレゼンテーション能力 10

30

従事スタッフの構成・人数など 10

スケジュール管理・情報共有 10

類似業務の受託実績 10

140

配点

8

①ワークライフバランスに関する取組 1

1

1

1

②障害者雇用に関する取組 1

③健康経営に関する取組 1

④地域貢献活動に関する取組 1

⑤脱炭素化に関する取組 1

5

13

153

10点×２
（２倍）

国内外を問わず成長産業に関する知識・知見
を有し、これを生かした提案となっているか。

業務の目的及び内容を理解した提案内容と
なっているか。

10点×２
（２倍）

京浜臨海部の成り立ちや立地特性、上位計画
や市の企業誘致に係る施策を理解し、課題認
識が適切か。

10点×２
（２倍）

成長産業の集積に向けた検討に必要十分な
調査計画となっているか。

（様式１－３）

評価の視点

評価項目
評価の換算点
（加重倍率）

評価の視点

実施体制に関する視点

本業務を実施するうえで、業務執行に必要な
人的体制が十分に取られているか。

脱炭素取組宣言制度実施要綱に基づき、脱炭素取組宣言を行っている（支店、営
業所、事務所等の宣言を含む）。

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横
浜健康経営認証のクラスAAA若しくはクラスAAの認証

小計

評価項目(加算項目） 評価の着目点

企業としての取組に関する視点

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定をし、労働局に
届け出ている(従業員101人未満の場合のみ加算)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画
の策定をし、労働局に届け出ている(従業員101人未満の場合のみ加算)

次世代育成支援対策推進法による認定の取得をしている(くるみんマーク)、女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得をしている、又は、
よこはまグッドバランス企業認定の取得をしている

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得をしている

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している(従業員40.0人以上)、
又は、障害者を１人以上雇用している(従業員40.0人未満)

評価方法
各評価項目は原則として、５段階評価で行うことを標準とする。評価は各項目10点満点とし、10点：優れている、
8点：やや優れている、6点：普通、4点：やや劣る、2点：劣る、とする。ただし、加算項目である「企業としての取
組」については各項目を1つ満たすごとに１点加算することとし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。市
内の中小企業であることでの加点は原則５点とし、全評価項目の合計点の概ね５％以内とする。

市内の中小企業であること 市内の中小企業として一般競争入札有資格者名簿で登録が確認できた企業

小計

合計

10点×２
（２倍）

産業集積に向けたロジックを構築するにあた
り、実現性・説得力がある検討方法となってい
るか。

業務の目的に沿ったヒアリング計画となってい
るか。

公益財団法人横浜企業経営支援財団横浜型地域貢献企業支援事業実施要綱に
基づき、横浜型地域貢献企業の認定を取得している。

提案内容の説明は分かりやすく、明快か。

類似業務について実績があり、ノウハウが十分
に蓄積されているか。

適切なスケジュール管理及び情報共有がなさ
れる業務管理体制が取られているか。


